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市民

事業所

保健医療団体

（医師会、歯科医師会、薬剤師会）

地区組織

（自治会、地域支援ネットワーク、

民生委員・児童委員）

子育て支援関係団体

母子保健・保育

教育

(学校・教育委員会）

地域包括支援センター

連携による推進

市・保健センター

ボランティア
（食生活改善推進員協議会等）

保健所

社会福祉協議会

第７章 計画の推進体制 

１ 計画の推進体制 

４計画は、それぞれの基本理念を実現するために、市民、行政、地域の各種団体、医療機関、

教育機関、企業等が計画の趣旨や基本理念等を共有し、連携を図るとともに、各主体が協働して

取り組むことが必要となります。 

市民をはじめ、様々な団体が計画に示された課題や目標を共有できるよう、地域活動を通じて

内容を幅広く周知し、計画の推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



第６章 計画の推進体制 

  

136 

２ 計画の進捗管理 

本計画において設定した行動目標や数値目標については、その達成に向けて進捗状況を適宜把

握・評価する必要があります。 

本計画に基づき行政等が行う健康づくり、食育に関連する施策・事業については、定期的に実

施状況を把握することで、ＰＤＣＡサイクルによる適切な進行管理を行います。 

また、進行状況については、「宮古市健康づくり推進協議会」等で報告します。 
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